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県産業戦略部では、主に企業の方に向けたメールマガジンを毎月発行しておりますので、記者ク

ラブの皆様へ資料提供させていただきます。（Ｅメールでの定期配信をご希望の場合は、上記担当ま

でご連絡ください） 
 

茨城県 産業戦略部 からのお知らせです（2023.10 月 23 日号） 
 
◆◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
１.【中小企業必見】「いばらき脱炭素経営シンポジウム 2023」開催します！ 
 
 いばらき脱炭素経営シンポジウム 2023 のご案内（参加費無料） 
 
 茨城県では、2050 年のカーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素経営に関する理解や取組を
促進するために、県民・県内企業・行政関係者の方々を対象とするシンポジウムを開催いたします。 
 世界的な潮流となっている脱炭素経営への取組を、いかに自社の成長に繋げていくか、事例を交
えて分かりやすくお伝えいたします。 
 たくさんの方々のご来場、ご視聴をお待ちしております。 
 
（１）開催日時・会場 
   令和５年 11 月 28 日（火）14：00～16:30 
   於：水戸市民会館（※WEB 視聴も可） 
 
（２）申込方法 
   以下の URL にアクセスし必要事項を入力の上、お申し込みください。 
   （※会場での参加か WEB 視聴か、選択いただけます。） 
   なお、参加費はかかりません（無料）。 
 
  【申込フォーム】 
   https://forms.gle/pcf9dz1fKoFGsSVB9 
 
（３）講演プログラム 
  ●基調講演 
  ・経済産業省関東経済産業局 
   「カーボンニュートラルと地域企業の対応～事業環境の変化と取組の方向性～」 
 
  ●中小企業のカーボンニュートラル～省エネの取組とグリーン新分野への進出～ 
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  ・株式会社宮本製作所 
   「脱炭素経営に向けた省エネ診断とその取組」 
  ・株式会社エナジーコンポーネンツ 
   「持続可能な未来の構築～EV・再エネ部品メーカーが行うカーボンニュートラル実現への 
    取組事例～」 
  ・株式会社めぶきリース 
   「脱炭素経営に向けたリースの活用方法」 
 
  ●水素の利活用促進 
  ・ENEOS 株式会社 
   「ENEOS の水素社会実現に向けた取組」 
 
【問合せ先】 
 県産業戦略部 技術振興局 科学技術振興課 研究開発推進グループ 
 TEL：029-301-2499 E-mail：kagaku02@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
２.【募集】「令和５年度中小企業人材育成支援事業補助金」申請受付中！ 
 
 県では、新型コロナウイルスや物価高騰の影響による厳しい経済情勢が続く中でも、新たな分野
への進出等に挑戦する中小企業者の皆様に対して、スキルアップのための教育研修費等を支援しま
す！ 
 
※内容、申請方法等の詳細は、下記 URL（県産業政策課ホームページ）をご確認ください。 
 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/sangyo/jinzai/jinzai_top.html 
※先着順の受付となります。また、募集期間内であっても、補助金交付申請額が予算額 
 （５００万円)に到達し次第、終了とさせていただきます。 
 
【募集期間】 
 ・令和６年１月３１日（水）まで 
 
【対象者】 
 ・茨城県内に主たる事務所・事業所を有する事業者であり、県内において新たな分野 
  への進出等（以下１～６のいずれか）に取り組む中小企業者        
   １ 新分野進出 
   ２ 事業転換 
   ３ 業態転換 
   ４ 事業拡大 
   ５ 海外展開 
   ６ 生産性向上 
 
【対象経費】 
 ・新たな分野への進出等に取り組むために必要となる資格取得やスキルアップのため 
  の教育研修費等（外部研修の受講料、外部講師の招へい費用(謝金、旅費)） 
  ※交付決定日から令和６年２月末までの間に受講（支払含む）完了するものに限る 
  ※従来と同じ事業分野の中で、単純なメニューの追加等を行う場合は対象外 
 
 
【補助額】 
 ・１事業者あたり最大１０万円（補助率１/２） 
 
【問い合わせ先】 
 県産業戦略部 産業政策課 産業企画グループ 
 TEL：029-301-3525 E-mail：shosei2@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
３.【募集】都市部の学生を長期インターンとして受け入れる企業募集！ 
 
 ～企業の新たなチャレンジに若者の新たな視点やアイディアを活用しませんか？～ 
 
 茨城県では、過疎地域の中小企業等に都市部の学生を長期インターンとして呼び込むことで、企
業の新たなチャレンジや事業活動の活性化を促進するとともに、地域の人々との交流を通じ、将来
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の移住につながる関係人口の創出を図る、「過疎地域インターン促進事業」を実施いたします。 
 今般、インターン受入企業を以下のとおり募集しますので、ご検討をよろしくお願いいたします。 
 
 【対象】過疎地域（※次に記載する 11 市町）の中小企業等  
  ※常陸太田市、潮来市、常陸大宮市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、 
   城里町、大子町、河内町、利根町 
 【募集期間（予定）】10/16（月）～10/31（火） 
 【インターン実施期間】R6.2 月中旬から約 1 か月間 
 
 詳しくは、県 HP をご確認ください。 
○県 HP（過疎地域インターン促進事業受入企業募集） 

https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kikaku/ijyusuishin/iju-2chiiki/kaso_intern_kigyou.html 
 
【問合せ先】 
 県政策企画部 計画推進課 移住推進グループ 
 TEL：029-301-2536 E-mail：iju-2chiiki@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
４.【案内】中小規模事業所向け「省エネ診断」及び「省エネ対策設備導入補助金」のご案内 
 
 県では、中小規模事業所における省エネ対策を支援するため、「省エネ診断」及び「省エネ対策設
備導入補助金」を実施しています。 
 「省エネ診断」では、無料で、設備の運用改善、省エネルギー設備導入及び太陽光発電設備の導
入のメリットについて、技術的な助言・提案を受けることができます。 
また、省エネ診断において、助言・提案された設備の改修・更新を行う際に、「省エネ対策設備導入
補助金」を利用することができる場合があります。 
 いずれも先着順となりますので、お早めにお申込みください。 
 
【省エネ診断】 
 （１）対象事業所：年間のエネルギー使用量が原油換算 1,500kL 未満の中小規模事業所 
    ※「茨城エコ事業所」及び「いばらきエコチャレンジ」への登録が必要 
 （２）診断費用：無料 ※先着 90 事業所 
 （３）受付期限：令和６年２月 29 日（木） 
    ※予定診断数に達した場合は、受付を終了することがあります 
 （４）申込先：株式会社ナレッジリーン（旧社名：株式会社知識経営研究所）（本事業委託業者） 
    ※詳細は、県ホームページをご覧ください 
     https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/setsuden/seminar.html 
 
【省エネ対策設備導入補助金】 
 （１）対象事業所：令和４年度又は令和５年度に、省エネ診断を受診した事業所 
 （２）対象設備：省エネ診断を受診し、当該診断結果において助言・提案を受けた設備 
 （３）補助要件：原則として、省エネ診断結果において、助言・提案を受けた設備の改修・更新

及び運用に係る改善のすべてを実施し、その結果、当該工場・事業場全体で省エネ率 20％
又は 10t-CO2 相当以上の削減効果が見込まれること 

 （４）補助率・補助上限額：１/３・１００万円未満 
 （５）申請期限：令和６年１月 12 日（金） 
    ※申請額が予算を超えた時点で、申請受付を終了することがあります 
 （６）申請先：県県民生活環境部環境政策課 地球温暖化対策グループ 
    ※詳細は、県ホームページをご覧ください 
     https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/hojokin.html 
 
【問い合わせ先】 
 県県民生活環境部 環境政策課 地球温暖化対策グループ 
 TEL：029-301-2939 E-mail：kansei3@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
５.【案内】「最先端リサーチパーク（半導体研究関連施設等誘致）」現地見学ツアーのご案内 
 
 半導体関連の研究開発拠点の誘致を目指す「最先端リサーチパーク」の現地見学ツアーについて
ご案内します。 
 
 研究機関や大学が集積し、首都圏にも近接するつくばならではの好立地に最先端リサーチパーク
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を創設しました！ 
 １１月１日（水）に初めて現地見学ツアーを開催します！ 
 国の研究機関である産業技術総合研究所と物質・材料研究機構の半導体事業説明や、共用施設や
ラボの見学もあります！ぜひこの機会にご参加ください。 
 
▼詳細はコチラ▼ 
【最先端リサーチパーク現地見学ツアーチラシ】 

https://www.tsukubaexpress-ibaraki.jp/research_park/research_tours.pdf 
 
▼お申込みページ▼ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetvHqSUsMqj0BrkWjLcr3btXI-btsGOtp_FXoPpI
M0b3gU6Q/viewform 

 
【「最先端リサーチパーク」の概要】 
◆所在地 茨城県つくば市学園の森２丁目 12-2、3 
◆土地面積 約 9ha 
◆アクセス 
 電車 つくばエクスプレスで秋葉原から最速 46 分（研究学園駅）駅から徒歩圏内 
 高速道路 圏央道つくば中央ＩＣへ約 3km 
◆用途地域 準工業地域 
◆建蔽率/容積率 60％/200％ 
◆地区計画 誘致施設Ａ地区 
 
【「最先端リサーチパーク」ホームページ】 

https://www.tsukubaexpress-ibaraki.jp/research_park/researchpark.html 
※媒介制度も適用対象です。 

https://www.tsukubaexpress-ibaraki.jp/support_system/sangyo_shien.html#baikai 
 
【問い合わせ先】 
 県立地推進部 宅地整備販売課 
 TEL：029-301-2798（直通） E-mail：takuhan3@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
６.【フロンティアパーク坂東（第１次分譲）」のご案内 
 
・茨城県施行の工業団地「フロンティアパーク坂東」の第１次分譲が始まりました（譲受申込期間

12 月１日（金）～12 月 15 日（金））。 
・都心から 50km 圏の圧倒的好立地で、圏央道の２つのＩＣからのアクセスも抜群 
・優れた立地環境を有する「フロンティアパーク坂東」での事業展開を是非ご検討ください！ 
 
「フロンティアパーク坂東」第１次分譲の概要 
◆分譲画地 ４区画（③2.2ha、④1.2ha、⑦4.1ha、⑧2.9ha） 
◆分譲単価 (③25,300 円/㎡、④26,500 円/㎡、⑦31,700 円/㎡、⑧29,600 円/㎡) 
◆公募要領の公表 2023（R5）年９月 15 日（金） 
◆譲受申込書提出期間 2023（R5）年 12 月１日（金）～12 月 15 日（金） 
◆土地引渡時期（予定） 2025（R7）年度～ ※区画③及び④については未確定 
 ※詳細は以下の「フロンティアパーク坂東」ホームページをご覧ください。 
 https://www.ibaraki-newindus.jp/page/page000019.html 
 
（参考）「フロンティアパーク坂東」の全体概要 
◆所在地  茨城県坂東市山ほか 
◆開発面積 約 71.9ha 
◆分譲面積 約 59.3ha（予定） 
◆分譲区画 12 区画（1.2ha～11.4ha） 
◆分譲単価（予定）25,300 円/㎡～32,100 円/㎡ 
◆アクセス 圏央道坂東ＩＣへ約４km、境古河ＩＣへ約５km 
 
【問い合わせ先】 
 県立地推進部 立地整備課 
 TEL：029-301-2748（直通） 
 
*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆* 
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★ご覧いただき、ありがとうございました★ 次号をお楽しみに！！ 
 
◇県産業戦略部では、主に企業の方に向けて当メールマガジンを毎月発行しております。 
 
 当メールの定期配信をご希望の場合は、下記 E-mail あてに、 
 「氏名、企業・団体名、連絡先、E-mail」を記載のうえ、送信願います。 
 
 また、本メールマガジンへのご意見等ございましたら、下記発行元に電子メール、または FAX 
にてお寄せください。  
 
━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆ 
◇ 発行元、ご意見・お問い合わせ先  
  茨城県産業戦略部産業政策課総務Ｇ企画担当 

  住 所：〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978-6 
連絡先：TEL 029-301-3515 FAX 029-301-3539 

               E-mail：shorobu1@pref.ibaraki.lg.jp 
◇ Copyright(C) 2008 茨城県 掲載記事の無断転載を禁じます。  
━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆ 


